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市民憲章市民憲章

　笠間市は、豊かな自然に恵まれ、先人たちが育んできた歴史や文化の薫るまちです。わたしたちは、
このふるさとを愛し、市民相互の交流につとめ、「住みよいまち　訪れてよいまち　笠間」をめざします。

わたしたち笠間市民のねがい　～笠間市民憲章～わたしたち笠間市民のねがい　～笠間市民憲章～

自然を愛し、美しくゆめのあるまちにしよう
健康で働き、元気でいきがいのあるまちにしよう
歴史と文化を大切にし、豊かでうるおいのあるまちにしよう
思いやりの心を育て、明るいほほえみのあるまちにしよう
きまりを守り、安心でやすらぎのあるまちにしよう

平成 19 年１月１日制定
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